
14:00 開会挨拶 　　　　 北九州副市長　大庭 千賀子

14:10 基調講演 『生物多様性の “かけがえのなさ度” と北九州市の挑戦』
  ㈱シンク・ネイチャー代表取締役CEO　久保田 康裕

14:50 話題提供① 「ネイチャーファイナンスの最前線」
  三井住友信託銀行㈱ フェロー役員　金井 司

15:10 話題提供② 「日本企業のネイチャーポジティブへの取り組みの最新動向」
  IGES 生物多様性と生態系サービスユニット副ディレクター　高橋 康夫

15:20 休憩
15:25 パネルディスカッション『北九州市内企業・団体が語る、私たちのネイチャーポジティブへの取り組み方』
 ファシリテーター：生田 美生                  IGES北九州アーバンセンター 研究員

 パネリスト

16:25 閉会挨拶 北九州市環境局 局長　木下 孝則
16:30 閉会

2025年11月14日 (金) 14:00-16:30 ｜ JR九州ステーションホテル小倉・飛翔の間

北海道大学卒業、帯広畜産大学院修士課程修了、東京都立大学院博士課程修了。フィールドワークとビッグデータ＆
AIを統合して生物多様性を見える化、サイエンス誌やネイチャー誌をはじめとした一流学術誌に多数の論文を発表。
最先端の科学的アプローチで自然を可視化する「株式会社シンク・ネイチャー」を起業し、自然資本への投資が評価
され豊かな社会経済へと繋がる世界の実現に挑戦中。

1983年住友信託銀行に入社。2003年にサステナビリティ部署の創設に携わり、一貫して当該業務を担う。SRI、インパ
クイト・ファイナンス、テクノロジー・ベースド・ファイナンスなどの業務を立ち上げる。

PROGRAM

北海道の湿原や小笠原諸島、アフリカ・マラウイの国立公園やエチオピアの森林保護区、インドの里山など、国内外の様 な々フィールド
で研究や保全活動の実践に従事。人と自然との関わりを科学する社会・生態システム研究を軸に、研究活動や政策提言を行っている。

栢野 尭　
㈱TOMUSHI 
取締役 最高戦略責任者

小学生は北海道で過ごし、キャンプ、釣り、虫取りに没頭。
関西の大学を卒業後、2019年光通信に入社。統括部長まで
上がるも、本当に面白そうな会社、TOMUSHIを見つけ2025
年１月に転職。CFOを務める。

髙村 賢治　
九州電力㈱　北九州支店　
副支店長 兼 企画･総務部長

平成4年北九州支店入社。資機材の調達・管理業務に従事し、
環境配慮製品の導入や取引先との連携によるグリーン調達
を推進。大分支店では坊がつる野焼きなどの環境保全活動に
携わり、ボランティアの意義を実感。令和６年３月より現職。

安枝 裕司
響灘ビオトープ
園長

響灘ビオトープの園長、自然環境保全を実践するNPO法人の
役員、さらにはホップを使ったまちづくりを推進する響灘ホッ
プの会の事務局など、多面的な立場で北九州市のネイチャー
ポジティブ実践に務める。

服平 響
TOTOアクアテクノ㈱

令和4年にTOTOアクアテクノ株式会社へ入社。令和5年より
小倉総務課に所属し、協働する東朽網校区まちづくり協議会
との社会貢献活動の窓口を担当。定例会やボランティア活動
に積極的に参加している。

利光 央　
東朽網校区まちづくり協議会
会長

平成24年頃から東朽網校区のまちづくり計画の策定に係る。平成28年か
ら東朽網校区まちづくり協議会副会長、同30年から同会長。現在に至る。ネ
イチャーポジティブに繋がる地域環境保全活動としては校区の水晶山を水
源とする朽網川、昭和池、河口域、曽根干潟の清掃活動等を継続している。

平井 良知　
北九州市環境局総務政策部
ネイチャー・ポジティブ推進課　課長

平成14年4月に北九州市役所入職。環境局廃棄物指導課、環境
局環境産業政策室、環境局地域エネルギー推進課等を経て、
令和7年4月に環境局ネイチャーポジティブ推進課長に就任。

Yasuhiro KUBOTA

Chikako OBA

Tsukasa KANAI

Yasuo TAKAHASHI

Wataru KAYANO

Mio IKUTA

Kenji TAKAMURA

Hibiki FUKUBE Hiroshi TOSHIMITSU

Yuji YASUEDA Yoshitomo HIRAI

Takanori KINOSHITA

主催：北九州市｜共催：公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）
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　本シンポジウムでは、「ネイチャーポジティブ経営」に関する国内外の最新動向を共有し、多様な立場からの意見交
換を通じて理解を深めていくことを目的としています。議論の中では、専門的な用語や国際的な概念が多く登場するこ
とが想定されるため、ご参加の皆さまの理解の一助となるよう、用語解説集を作成いたしました。ぜひ、本資料をプ
ログラムの理解や今後のご参考にお役立ていただければ幸いです。

ネイチャーポジティブ
　日本語訳では「自然再興」といい、「自然を回復軌道に
乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」こと
を言います。これまでの自然環境保全の取組だけでなく、
経済から社会、政治、技術までの全てにまたがって改善を
促していくことで、自然を豊かにし、プラスの状態にしてい
こうという考え方です。

ネイチャーポジティブ経営
　企業が自社の価値創造プロセスにおいて、自然の保
全の概念を重要課題として位置づけた経営のこと。ネイ
チャーポジティブは、自然の回復力も含めてその実現を
目指すことから、「ネイチャーポジティブ経営」とは、ネイチ
ャーポジティブを“実現した”経営ではなく、ネイチャーポ
ジティブを“目指す”経営であると言えます。

ネイチャーポジティブ経済移行戦略
　2024年３月に環境省、農林水産省、経済産業省、国土
交通省の連名で策定・公表された戦略のこと。「ネイチャ
ーポジティブ経営」への移行の必要性や、移行に当たって
企業が押さえるべき要素、新たに生まれるビジネス機会
の具体例、そしてネイチャーポジティブ経営への移行を支
える国の施策について、具体的に示しています。

トレーサビリティ
　「追跡可能性」の意。本来は、食品の安全を確保するた
めに、栽培や飼育から加工・製造・流通などの過程を明確
にすることを言い、その仕組みを指すこともあります。

サプライチェーン
　原材料としての資源が採取されてから、製品として最終
消費者に届くまでの、生産、加工、流通等の供給プロセス
のつながりのことを言います。国内の生産活動は、サプラ
イチェーンを通じて国内外の環境に影響を与えています。
環境負荷を低減し、自然資源を将来にわたって利用する
ためには、持続可能なサプライチェーンを構築する必要
があります。

自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD)
(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）

　2021年6月、企業活動に対する自然資本及び生物多様
性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するため
の枠組を構築する国際的なイニシアティブとして、『自然
関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）』が設立されま
した。既に取組が進んでいる「気候関連財務情報開示タ
スクフォース（TCFD）」に続く枠組で、企業における自然
関連リスクや機会に関する情報開示の仕組みを整えるこ
とにより、資金の流れをネイチャーポジティブに向かわせ
ることを目指しています。

グリーンファイナンス
　サステナビリティ・リンク・ローン（借り手が野心的なサ
ステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）を達成
することを奨励するローン）、サステナビリティ・リンク・ボ
ンド（発行体が事前に設定したサステナビリティ/ESG目
標の達成状況に応じて、財務的・構造的に変化する可能
性のある債券の総称）およびインパクトファイナンス（適
切なリスク・リターンを確保しつつ、環境・社会・経済にポ
ジティブなインパクトをもたらすことを意図したファイナン
ス）のこと。

ESG
　環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス
（Governance）の頭文字をとった言葉で、企業が持続可
能な経営を行うために考慮すべき3つの要素とされてい
ます。これらの要素を重視する投資を「ESG投資」と呼び、
企業の長期的な成長性やリスクを評価するための重要
な指標とされています。

ランドスケープアプローチ
　一定の地域や空間において、土地や空間の計画を軸
に、人間の活動と自然環境を総合的に捉えながら、課題
の解決を目指す手法です。たとえば、森林を保全しなが
ら、農業や観光などの活動も持続可能にするために、行
政・企業・地域住民などの関係者が協議を重ね、土地利
用のあり方を調整していくような取組が該当します。複数
の生態系が関わる地域では、生物多様性の保全と持続
可能な利用の両立が求められ、その実現には多様なステ
ークホルダーの参画と協働が重要とされています。

生物多様性条約
（Convention on Biological Diversity: CBD）

　希少種の取引規制や、特定の地域における生物種の
保護を目的とする既存の国際条約（ワシントン条約やラ
ムサール条約など）を補完し、生物多様性を包括的に保
全するとともに、生物資源を持続可能に利用するための
国際的な枠組として、本条約は1992年5月に採択され、
1993年12月に発効された条約です。この条約に基づき、
1994年からは「生物多様性条約締約国会議（COP）」が
開催されています。

昆明・モントリオール生物多様性枠組
　2022年12月に開催された『生物多様性条約第15回締
約国会議（COP15）』にて採択された、生物多様性に関す
る世界的な目標です。この新たな枠組は、「2050年ビジョ
ン」「2030年ミッション」「2050年グローバルゴール」
「2030年グローバルターゲット」などによって構成されて
います。

30by30目標
　2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復さ
せる（いわゆるネイチャーポジティブ）という目標に向け
て、陸域および海域の30％以上を健全な生態系として効
果的に保全することを目指す国際的な目標です。この目
標は、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」（上記）に
盛り込まれました。日本国内においても、この目標の実現
に向けた道筋と具体的な取組を示す「30by30ロードマッ
プ」が2022年4月に公表されています。

自然共生サイト
　民間の取組などによって生物多様性の保全が図られて
いる区域のことを指します。環境省は、こうした区域を「自
然共生サイト」として認定する制度を2023年度から開始し
ました。

OECM
（Other Effective area-based Conservation Measures）

　公的な保護地域以外であっても、生物多様性の保全に
実質的に貢献している地域のことを指します。日本におい
ても、自然資源の管理が行われている企業所有地などを
生物多様性保全に寄与する区域として認定する制度が検
討されています。OECMの具体例としては、企業緑地、豊
かな自然を有する都市公園、社寺林などが挙げられます。

生態系サービス
　私たちの暮らしは、食料や水の供給、気候の安定など、
生物多様性を基盤とする生態系から得られるさまざまな
恵みに支えられています。これらの恵みは総称して「生態
系サービス」と呼ばれています。国連が発表した「ミレニア
ム生態系評価報告書（MA）」では、生態系サービスは「供
給サービス」「調整サービス」「文化的サービス」「基盤サ
ービス」の4つに分類されています。

ビオトープ
　本来その地域に生息する多様な野生生物が暮らすこ
とのできる空間のことで、「生物の生息空間」と訳されま
す。干潟、湿地、湖沼、河川などの水域や、里山林、草原な
ど、地域の自然を生かしたさまざまなビオトープが各地で
整備されています。
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討されています。OECMの具体例としては、企業緑地、豊
かな自然を有する都市公園、社寺林などが挙げられます。

生態系サービス
　私たちの暮らしは、食料や水の供給、気候の安定など、
生物多様性を基盤とする生態系から得られるさまざまな
恵みに支えられています。これらの恵みは総称して「生態
系サービス」と呼ばれています。国連が発表した「ミレニア
ム生態系評価報告書（MA）」では、生態系サービスは「供
給サービス」「調整サービス」「文化的サービス」「基盤サ
ービス」の4つに分類されています。

ビオトープ
　本来その地域に生息する多様な野生生物が暮らすこ
とのできる空間のことで、「生物の生息空間」と訳されま
す。干潟、湿地、湖沼、河川などの水域や、里山林、草原な
ど、地域の自然を生かしたさまざまなビオトープが各地で
整備されています。



門司区

小倉北区

小倉南区

八幡東区

戸畑区
若松区

八幡西区

小倉駅

もっと自然とつながる
「北九州ネイチャーポジティブセンター」

北九州市小倉南区平尾台1-1-1
JR小倉駅から車で約40分

北九州市小倉北区山田町
JR小倉駅から車で約15分

北九州市小倉北区上到津4-1-8
JR小倉駅から車で約10分

北九州市小倉北区船場町1-2
JR小倉駅から徒歩約10分

北九州市八幡東区東田2-2-6
JR小倉駅から車で約20分

北九州市八幡東区東田2-4-1
JR小倉駅から車で約20分

北九州市若松区竹並1006
JR小倉駅から車で約25分

北九州市八幡西区香月西4-6-1
JR小倉駅から車で約35分

北九州市小倉北区熊谷2-5-1
JR小倉駅から車で約15分

都市のすぐそばに自然がある――それが北九州の魅力。市の「生物多様性戦略」では、市内の自然・環境系の10施設
を「ネイチャーポジティブセンター」として位置づけました。自然を「守る」だけでなく、「見て」「知って」「感じる」ことがで
きる、地域の自然とのふれあい拠点です。

次のページから各施設を詳しくご紹介しています！

北九州市若松区響町一丁目
JR小倉駅から車で約20分
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“北九州ネイチャーポジティブネットワーク” 
参加企業・団体募集中！自然と本気で向き合う姿勢が

これからの企業価値になります。 
未来の世代のために、共に行動しませんか？

ネイチャーポジティブって、
なに？

「ネイチャーポジティブ」とは、自然環
境を守るだけでなく、失われた自然
をよみがえらせ、未来に向けて自然
の恵みを回復していく考え方です。北
九州市では、都市のすぐそばにある
豊かな自然＝「アーバンネイチャー北
九州」を活かし、持続可能なまちづく
りに取り組んでいます。

参加資格
企業・団体・教育機関・研究者・個人
など、どなたでも参加できます。
会費は無料です！

豊かな自然と共に暮らせるまち、北九州。この魅力を未来へつなげるた
め、企業・団体・教育機関・個人などがつながり「ネイチャーポジティブ」
な取組を広げるネットワークを立ち上げました。アイディアや活動を持ち
寄り、共にネイチャーポジティブを実現する場です。

こんな方や団体におすすめ！
• ネイチャーポジティブに関心があ
り、自社・団体としてできる活動を
知りたい

• 環境CSRや地域連携に取り組みた
い

• 他の企業・団体の取組を知り、連携
や情報交換の機会を得たい

• 関連の政策動向や資金支援など
の情報をキャッチしたい

• 地域の自然資源を活かした事業や
連携に関心がある

• 北九州の自然や地域資源を広報・
ブランディングに活かしたい

ネットワークでできること
北九州ネイチャーポジティブネット
ワークでは、こんな活動を行います。
• 会員の取組を「アーバンネイチャー

北九州」ポータルサイトで紹介
• ネイチャーポジティブに関する政

策・資金などの最新情報を提供
• 勉強会やワークショップで、事例

や実践知を共有
• 自然関連施設・団体との連携や協

働のきっかけづくり
• 他の企業・団体との交流や情報交換

登録は
こちらから！

「北九州の自然ポータル」ウェブサイト

市内の自然体験スポットやネイチャーポジティブに関するイベント情報
などをたっぷりご紹介しています。また、今後は北九州ネイチャーポジ
ティブネットワークの会員企業・団体の取組事例などの発信も予定して
います。
さらに、自然や生き物のフリー写真素材も公開中。広報や資料づくりに
もご活用いただけます。

©City of Kitayushu

https://nature-kitakyushu.com/

アクセスはこちらから

㈱丸清 九州大学うみつなぎ
ホクザイ運輸㈱ ㈱井筒屋
㈱ブリヂストン 西部ガスグループ
㈱エコプラン研究所 北九州市立大学
㈱イマナガ ㈱TOMUSHI
一般社団法人うみつなぎ ㈱西原商事
響灘ビオトープ共同事業体 ㈱ビートルエンジニアリング
九州環境エネルギー産業推進機構
NPO法人北九州ビオトープ・ネットワーク研究会
公益財団法人地球環境戦略研究機関

北九州ネイチャーポジティブネットワーク
会員企業・団体 （個人会員はのぞく） 2025年11月7日時点・順不同



北九州市ネイチャーポジティブセンター事務局

（公益財団法人 地球環境戦略研究機関 (IGES) 北九州アーバンセンター）

E-mail: kitakyushu-info@iges.or.jp　|　TEL: 093-681-1563

本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。
今後、北九州市におけるネイチャーポジティブの取組をより発展させていくために、

皆様のご意見をぜひお聞かせください。

アンケートは、下記のQRコードの読み取り、
または以下のリンクからご回答いただけます。

アンケート回答フォーム

https://forms.gle/ZAddZT9QonLuMYWy9


